
介護費用の負担割合が１割の場合（単位：円） 月額（30日間）の目安
介護度 負担段階 介護費 居住費 食費 合計

第１段階 26,400 9,000 63,494
第２段階 26,400 11,700 66,194

第３段階① 41,100 19,500 88,694
第３段階② 41,100 40,800 109,994
第４段階 72,600 49,500 150,194

介護度 負担段階 介護費 居住費 食費 合計

第１段階 26,400 9,000 66,072
第２段階 26,400 11,700 68,772

第３段階① 41,100 19,500 91,272
第３段階② 41,100 40,800 112,572
第４段階 72,600 49,500 152,772

介護度 負担段階 介護費 居住費 食費 合計

第１段階 26,400 9,000 68,833
第２段階 26,400 11,700 71,533

第３段階① 41,100 19,500 94,033
第３段階② 41,100 40,800 115,333
第４段階 72,600 49,500 155,533

介護度 負担段階 介護費 居住費 食費 合計

第１段階 26,400 9,000 71,448
第２段階 26,400 11,700 74,148

第３段階① 41,100 19,500 96,648
第３段階② 41,100 40,800 117,948
第４段階 72,600 49,500 158,148

介護度 負担段階 介護費 居住費 食費 合計

第１段階 26,400 9,000 73,989
第２段階 26,400 11,700 76,689

第３段階① 41,100 19,500 99,189
第３段階② 41,100 40,800 120,489
第４段階 72,600 49,500 160,689

介護費用の負担割合が2割の場合（単位：円） 月額（30日間）の目安

負担段階 介護度 介護費 居住費 食費 合計

要介護１ 56,188 72,600 49,500 178,288
要介護２ 61,344 72,600 49,500 183,444
要介護３ 66,866 72,600 49,500 188,966
要介護４ 72,096 72,600 49,500 194,196
要介護５ 77,178 72,600 49,500 199,278

介護費用の負担割合が3割の場合（単位：円） 月額（30日間）の目安

負担段階 介護度 介護費 居住費 食費 合計

要介護１ 84,282 72,600 49,500 206,382
要介護２ 92,016 72,600 49,500 214,116
要介護３ 100,299 72,600 49,500 222,399
要介護４ 108,144 72,600 49,500 230,244
要介護５ 115,767 72,600 49,500 237,867

第４段階
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要介護　１ 28,094

要介護　２ 30,672

要介護　３ 33,433

要介護　４ 36,048

要介護　５ 38,589

第４段階

介護費用が高額になり月の限度額を超えた場合、「高額介護サービス費」として後から区より給付されます。対象者には、サービス
利用月からおおむね4～5カ月後に区から通知がきます。詳しくは足立区介護保険課保険給付係にお問い合わせ下さい。

【介護費用の負担割合について】
介護費用の負担割合は「介護保険負担割合証」にて確認させていただきます。

【負担段階について】
第1段階から第3段階の負担軽減は「介護保険負担限度額認定証」にて確認させて頂きます。認定を受けるためには申請が必要で
す。該当されない方は第4段階となります。
※申請には条件がありますのでご注意下さい。

【介護費には以下の加算を含みます】
・日常生活継続支援加算・看護体制加算・夜勤職員配置加算・個別機能訓練加算・精神科医配置加算・介護職員等処遇改善加算
※その他、個別に発生する加算がございます。

【その他の費用について】
 日常生活費（嗜好品に関わる費用、理美容代他）・電気代（1日50円）・医療費・薬代・入院外泊時居室代（1日2,420円）等が
別途発生する場合があります。

【生計困難者に対する社会福祉法人による利用者負担額軽減制度】
 この制度は、特に生計が困難な方に対して利用者負担額：介護費、食費、居住費負担が25％　老齢福祉年金受給者は50％に減
額されるものです。 軽減を受けるには申請が必要となりますので足立区介護保険課保険給付係にお問い合わせ下さい。
※申請には条件がありますのでご注意下さい。

【高額介護サービス費】


